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第 1章 総 論 

1.沿 革 

平成１３年４月 １日  国土交通省の土木研究所、建築研究所、港湾技術研究所の３機関の業務のうち国

土交通本省と密接不可分の業務を担う部分を一つにまとめ「国土技術政策総合研

究所」が発足。 

以降の主な組織改正 

平成２１年４月 １日  気候変動適応研究本部設置。 

平成２４年４月 ６日  沿岸海洋・防災研究部設置、沿岸海洋研究部廃止。 

平成２５年５月１５日  環境研究部廃止。 

平成２５年５月１６日  環境研究推進本部設置。 

平成２６年４月 １日  総務管理官（旭）、土砂災害研究部、道路交通研究部、道路構造物研究部、防災・

メンテナンス基盤研究センター設置。 

道路研究部、総合技術政策研究センター、高度情報化研究センター、危機管理技

術研究センター廃止。 

防災・減災研究推進本部、メンテナンス研究推進本部設置。 

平成２８年３月 ７日   i-Construction 推進本部設置。 

平成２８年４月 １日   社会資本マネジメント研究センター設置。 

防災・メンテナンス基盤研究センター廃止。 

平成２９年４月 １日   熊本地震復旧対策研究室を熊本県阿蘇郡南阿蘇村に設置。 

令和 ３年３月 ５日  インフラDX研究推進本部設置、i-Construction推進本部廃止。 

令和 ４年３月３１日  熊本地震復旧対策研究室廃止。 
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  令 和  ５ 年 ４ 月 １ 日   港湾・沿岸海洋研究部、港湾情報化支援センター設置。 

沿岸海洋・防災研究部、港湾研究部廃止。 

 

  令 和  ５ 年 ７ 月 ３ 日  グリーン社会実現研究推進本部設置。 

              気候変動適応研究本部、環境研究推進本部廃止。 

 

令 和  ６ 年 ４ 月 １ 日  上下水道研究部設置。 

              下水道研究部廃止。 

  能登上下水道復興支援室を石川県七尾市に設置。 
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2.組　織（令和7年3月31日現在）

港湾施工システム・保全課

港 湾 業 務 情 報 化 研 究 室

専 門 官

港 湾 ・ 沿 岸 防 災 研 究 室

沿 岸 域 シ ス テ ム 研 究 室
海洋環境・危機管理研究室

積 算 支 援 業 務 課

情 報 管 理 係
技 術 情 報 係
情 報 処 理 係
第 一 係
第 二 係
第 三 係
調 整 係
施 工 シ ス テ ム 第 一 係
施 工 シ ス テ ム 第 二 係

施 工 シ ス テ ム 係

社会資本ﾏﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ研究室

主 任 研 究 官

主 任 研 究 官

調 査 官
福 利 厚 生 官
契 約 財 産 管 理 官

建 設 専 門 官
国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 総 務 部 人 事 厚 生 課

会 計 課

総 務 管 理 官

建 設 専 門 官

契 約 係
管 財 係

主 査

ｲﾝﾌﾗ情報高度利用技術研究官
評 価 研 究 官

建 設 専 門 官
基 準 研 究 官

審 査 係
総 務 管 理 官 主 査

調 査 管 理 係
副 所 長 人 事 係
副 所 長 給 与 係

補 佐

予 算 係
出 納 決 算 係

補 佐 調 査 係

専 門 官 調 整 係
文 書 係
管 理 係
管 理 係補 佐

研 究 総 務 官 職 員 係
研 究 総 務 官 厚 生 管 理 係

厚 生 安 全 係
総 務 課 補 佐 総 務 係

調 査 係
研 究 評 価 ・ 推 進 課 補 佐 研 究 情 報 係

補 佐 評 価 係

企 画 部 企 画 課 補 佐 調 整 係
専 門 官 企 画 係

施 設 管 理 係
環 境 保 全 係

専 門 調 査 官
国 際 研 究 推 進 室 国 際 係

主 任 研 究 官

建 設 専 門 官
施 設 課 補 佐 施 設 整 備 係

設 計 基 準 係

情 報 管 理 係
・ 情 報 利 活 用 推 進 官 研 究 官

管 理 調 整 部 管 理 課 庶 務 係
専 門 官

人 事 係

ｻ ｲ ﾊ ﾞ ｰ ｾ ｷ ｭ ﾘ ﾃ ｨ 対 策

研 修 企 画 係
主 任 研 究 官

上下水道研究官

経 理 係
用 度 係
調 査 係

企 画 調 整 課 企 画 係
専 門 官

調 査 係
国 際 業 務 研 究 室

河 川 研 究 部 河 川 研 究 室
海 岸 研 究 室
水 循 環 研 究 室

下水道ｴﾈﾙｷﾞｰ・機能復旧研究官

上 下 水 道 研 究 部

河川構造物管理研究官
水防災システム研究官
水 環 境 研 究 官

水 道 研 究 室
下 水 道 研 究 室
下 水 処 理 研 究 室
能登上下水道復興支援室

構 造 ・ 基 礎 研 究 室
道 路 基 盤 研 究 室
道 路 地 震 防 災 研 究 室

建築新技術統括研究官
建 築 品 質 研 究 官

大規模河川構造物研究室
水 害 研 究 室

土砂災害情報研究官
土 砂 災 害 研 究 部 砂 防 研 究 室

土 砂 災 害 研 究 室

道 路 環 境 研 究 室
高度道路交通ｼｽﾃ ﾑ研究室

道路構造物管理ｼｽﾃﾑ研究官

道 路 構 造 物 研 究 部 橋 梁 研 究 室

道路研究官
道路防災研究官
道路情報高度化研究官

道 路 交 通 研 究 部 道 路 研 究 室
道 路 交 通 安 全 研 究 室

道路構造物機能復旧研究官

住 宅 性 能 研 究 官
住宅情報システム研究官

住 宅 研 究 部 住 宅 計 画 研 究 室

建 築 研 究 部 基準認証システム研究室
構 造 基 準 研 究 室
防 火 基 準 研 究 室
設 備 基 準 研 究 室
材 料 ・ 部 材 基 準 研 究 室

建 築 災 害 対 策 研 究 官

評 価 シ ス テ ム 研 究 室
建築環境新技術研究官

空 港 新 技 術 研 究 官
空 港 研 究 部 空 港 計 画 研 究 室

空 港 施 設 研 究 室
空 港 施 工 シ ス テ ム 室

都 市 防 災 研 究 室
都 市 開 発 研 究 室

住宅ストック高度化研究室
建 築 環 境 研 究 室
住 宅 生 産 研 究 室

都 市 研 究 部 都 市 計 画 研 究 室
都 市 施 設 研 究 室

主 任 研 究 官

内部組織
※所長通達により

設置

港 湾 新 技 術 研 究 官
沿岸海洋新技術研究官

港 湾 情 報 化 支 援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

社会資本システム研究室

グ

リ

ー

ン

社

会

実

現

研

究

推

進

本

部

防

災

・

減

災

研

究

推

進

本

部

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

研

究

推

進

本

部

イ
ン
フ
ラ
D
X
研
究
推
進
本
部

社会資本施工高度化研究室
社会資本情報基盤研究室
建 設 経 済 ・ 環 境 研 究 室
緑 化 生 態 研 究 室

港 湾 シ ス テ ム 研 究 室
港 湾 施 設 研 究 室

情 報 シ ス テ ム 課

津波・高潮災害研究官
港 湾 ・ 沿 岸 海 洋 研 究 部 港 湾 計 画 研 究 室

建設 ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ 研 究官
国 土 防 災 研 究 官
情 報 研 究 官

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ
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3.職　員

 3.1　定　　員 ＜合計＞

 3.2　研究職職員専攻分野
種

別

専

攻

ﾒ
ﾝ
ﾄ
研
究
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

社

会

資

本

ﾏ

ﾈ

ｼ

ﾞ

合

計

(9)

59

(14)

23

(3)

8

(1)

5

(1)

2

(1)

8

5

(1)

1

1

(1)

4

2

(1)

3

(1)

2

(3)

6

(1)

1

2

2

(3)

8

1

2

1

(5)

7

2

(1)

4

1

(1)

1

1

1

港
湾
情
報
化
支
援
セ
ン

タ

ー

機 械 シ ス テ ム

林 学
2

都 市

合　計
　年度 事務官 技官 計

5年度末 3 57 38 95 253 351

令和6年4月1日現在

6年度末 3 57 38 95 253 351

増　△減員

13年度末（国総研発足時） 3 89 52

官職別　
指定職

行　政　職
研究職

2 5 10 1 9 11 4 4
土 木

141

企

画

部

管

理

調

整

部

上

下

水

道

研

究

部

河

川

研

究

部

土

砂

災

害

研

究

部

道

路

交

通

研

究

部

道

路

構

造

物

研

究

部

建

築

研

究

部

住

宅

研

究

部

都

市

研

究

部

港

湾

・

沿

岸

海

洋

研

究

部

空

港

研

究

部

建 築
(10) (4)

1 11 6 3 1 1

(1)

4 9

(5) (1) (1) (1)

(1) (2)

1 2 1 31

都 市 シ ス テ ム
(1)

1 1 1 1 1

社 会
(1)

2

建 設
(1)

1 3 1 1 1 1

社 会 基 盤
1 1 1 2

社 会 開 発
(1)

1

交 通 土 木
(1)

1 1 1

水 工 土 木
(1)

1 1

農 学
(1) (1) (1)

1 2 1 2

農 業
(1)

1

衛 生
1 1

電 気
1 1

環 境
(2) (1)

3 1 2 2

森 林
1

機 械
1 1

都 市 環 境
(1) (1) (1) (2)

1 1 2 2 1

都 市 社 会
1 1

情 報
(1)

1 1 2

環 境 社 会 工 学
1

環 境 科 学
(1)

1

環 境 地 球
1

環 境 資 源
1

社 会 環 境
1

1

251 395

社 会 工 学
(1)

1 1 1 1

大
学
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種

別

専

攻

ﾒ
ﾝ
ﾄ
研
究
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

社

会

資

本

ﾏ

ﾈ

ｼ

ﾞ

合

計

港
湾
情
報
化
支
援
セ
ン

タ

ー

企

画

部

管

理

調

整

部

上

下

水

道

研

究

部

河

川

研

究

部

土

砂

災

害

研

究

部

道

路

交

通

研

究

部

道

路

構

造

物

研

究

部

建

築

研

究

部

住

宅

研

究

部

都

市

研

究

部

港

湾

・

沿

岸

海

洋

研

究

部

空

港

研

究

部

1

1

2

(1)

6

(7)

25

(1)

1

1

(1)

2

(1)

1

1

(1)

5

2

1

2

(1)

2

1

1

1

(1)

1

1

(1)

1

1

1

2

(1)

2

1

(1)

1

1

6

1

10

(64)

248

※所長等の幹部職員は企画部に含む。上段（）内書は博士数

(2)

4

(1)

3

(1)

1

機 械 工 学
2

地 球 シ ス テ ム
1

建 築 ・ 都 市 シ ス テ ム
1

芸 術
(1)

1

地 球 環 境 科 学
(1)

1

環 境 ・ 生 命
1

生 物 資 源
1

地 球
1

地 球 環 境
1 1

地 球 工 学
1 1 1

生 活 空 間
(1)

1

市 民 工 学
(1)

1 1

水 圏 生 物 学
(1)

1

エ ネ ル ギ ー 科 学
1

工 学 シ ス テ ム
1

土 木
1 1 1 1 1 1

生 産 ・ 建 設 シ ス テ ム
1

高  等  学  校

短
大
・
高
専

1 1 21 1

24 35 10 26 25 23

(17)

11 12 22 9 32

(3)(7) (4) (8) (2)

2 1

合 計
(4) (11) (2) (3) (1)

1

11 4

生 産 環 境
1

理 工 学
(1)

1 1 1 1 1

森 林 科 学
1 1

1 1
人 間 環 境 シ ス テ ム

物 理
(1)

1 1

都 市 基 盤 環 境
1

電 子
1

工 学
(1) (5)

5 8 3 6 2

社 会 環 境 工 学
1

土 木 建 築 工 学
1

理 工
(1)

1 1

大
学

文 学
(1)

1

経 営
1
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4.所掌事務

所   長 

 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理す

る。 

副 所 長 

 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策

総合研究所の事務をつかさどる。 

研究総務官 

 研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、

総括して指導を行う。 

◎総 務 部

総務部は、次に掲げる事務（管理調整部の所掌に

属するものを除く。）をつかさどる。 

１ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並

びに教養及び訓練に関すること。 

２ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関するこ

と。 

３ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する

総合調整に関すること。 

４ 所長の官印及び所印の保管に関すること。 

５ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する

こと。 

６ 広報に関すること。 

７ 機構及び定員に関すること。 

８ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計

の監査に関すること。 

９ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に

関すること。 

10 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合

研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに

関すること。 

調 査 官 

調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部

を整理する。 

福利厚生官 

 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立

案に関する事務を整理する。 

契約財産管理官 

 契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。 

１ 入札及び契約に係る企画及び立案、調整並び 

に苦情の処理に関すること。 

２ 国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並

びに調整に関すること。 

人事厚生課 

 人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並

びに教養及び訓練に関すること。 

２ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関するこ

と。 

３ 職員に貸与する宿舎に関すること。 

４ 表彰及び儀式に関すること。 

５ 恩給に関する連絡事務に関すること。 

６ 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又

は疾病にかかった場合における損害の賠償又は

補償に関すること。 

総 務 課 

総務課は、次に掲げる事務（総務管理官の所掌に

属するものを除く。）をつかさどる。 

１ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する

総合調整に関すること。 

２ 所長の官印及び所印の保管に関すること。 

３ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する

こと。 

４ 広報に関すること。 

５ 機構及び定員に関すること。 

６ 庁内の管理に関すること。 

７ 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合

研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに

関すること。 

会 計 課 

会計課は、次に掲げる事務（総務管理官の所掌に

属するものを除く。）をつかさどる。 

１ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計

の監査に関すること。 

２ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に

関すること。 

総務管理官 

 総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつ

かさどる。 

１ 下水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、

道路交通研究部及び道路構造物研究部並びに社

会資本マネジメント研究センター（以下この条に

おいて「下水道研究部等」という。）並びに建築

研究部、住宅研究部及び都市研究部（以下この条

において「建築研究部等」という。）の所掌事務

に関する総合調整に関すること。 

２ 下水道研究部等及び建築研究部等に係る公文

書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 

３ 下水道研究部等及び建築研究部等に係る広報
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に関すること。 

４ 下水道研究部等及び建築研究部等に係る経費

及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 

５ 建築研究部等に係る物品の管理に関すること。 

６ 建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。 

◎企 画 部

企画部は、次に掲げる事務（管理調整部の所掌に

属するものを除く。）をつかさどる。 

１ 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案

並びに総括を行うこと。 

２ 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整

を行うこと。 

３ 業績の発表を行うこと。 

４ 調査、研究及び開発に関する評価（以下「研究

評価」という。）に関すること。 

５ 技術に関する渉外に関すること。 

６ 無体財産権に関すること。 

７ 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に

関すること。 

８ 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資

料の編集及び刊行に関すること。 

９ 海外の土木に係る建設技術（以下「土木技術」

という。）並びに建築及び都市計画に係る技術（以

下「建築・都市計画技術」という。）に関する基

礎的な調査及び研究を行うこと。 

10 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を

行うこと。 

11 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設

の整備に関すること。 

12 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施

設その他これに類する施設の設計に関すること。 

13 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。 

14 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類

する設備の管理に関すること。 

15 土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に

関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並

びに調整を行うこと。 

インフラ情報高度利用技術研究官 

インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、

次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 社会資本の整備に関する情報を高度に利用する

ための技術（次号及び第三号において「インフラ

情報高度利用技術」という。）の調査、研究及び

開発に係る事項についての企画及び立案並びに調

整に関すること。 

２ インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開

発に必要な機械器具及び施設の整備に関するこ

と。 

３ インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開

発に係る業務のうち、模型施設その他これに類す

る施設の設計に関すること。 

評価研究官 

 評価研究官は、命を受けて、国土技術政策総合研

究所の行う研究評価に係る調査及び研究並びに研究

評価の研究計画への反映に関する特定事項について

の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさど

る。 

基準研究官 

 基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・

都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び

研究に関する特定事項についての企画及び立案並び

に調整に関する事務をつかさどる。 

企 画 課 

 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案

並びに総括を行うこと（コーディネート研究官の

所掌に属するものを除く。）。 

２ 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整

を行うこと。 

３ 業績の発表を行うこと。 

研究評価・推進課 

 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

１ 研究評価に関すること（評価研究官の所掌に属

するものを除く。）。 

２ 技術に関する渉外に関すること。 

３ 無体財産権に関すること。 

４ 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に

関すること。 

５ 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資

料の編集及び刊行に関すること。 

施 設 課 

 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設

の整備に関すること。 

２ 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施

設その他これに類する施設の設計に関すること。 

３ 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。 

４ 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類

する設備の管理に関すること。 

国際研究推進室 

国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさど

る。 
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１ 海外の土木技術及び建築・都市計画技術に関す

る基礎的な調査及び研究を行うこと。 

２ 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を

行うこと。 

サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官 

 サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官は、

情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさ

どる。 

◎管理調整部

管理調整部は、次に掲げる事務（国土交通省組織

令第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち国土

交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一

項第五十七号及び第六十一号（港湾に係るものに限

る。）、第百一号、第百二号並びに第百九号（空港

法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する

空港その他の飛行場（以下「空港等」という。）の

整備及び保全に係るものに限る。）に掲げる事務に

係るもの（以下「港湾空港関係事務」という。）に

関することに限る。）をつかさどる。 

１ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並

びに教養及び訓練に関すること。 

２ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する

こと。 

３ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する

総合調整に関すること。 

４ 機構及び定員に関すること。 

５ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計

の監査に関すること。 

６ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に

関すること。 

７ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関するこ

と。 

８ 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する

行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関

すること。 

９ 広報に関すること。 

10 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び

立案に関すること（港湾情報化支援センターの所

掌に属するものを除く。）。 

11 研究評価に関すること。 

12 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関す

ること（港湾情報化支援センターの所掌に属する

ものを除く。）。 

13 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の

受託に関すること（港湾情報化支援センターの所

掌に属するものを除く。）。 

14 情報の収集、整理及び提供に関すること（港湾

情報化支援センターの所掌に属するものを除

く。）。 

15 研修に関すること。 

16 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しな

いものに関すること。 

管 理 課 

 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並

びに教養及び訓練に関すること。 

２ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関する

こと。 

３ 管理調整部の所掌事務に関する総合調整に関

すること（企画調整課及び国際業務研究室の所掌

に属するものを除く。）。 

４ 機構及び定員に関すること。 

５ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計

の監査に関すること。 

６ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に

関すること。 

７ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関するこ

と。 

８ 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する

行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関

すること。 

９ 職員に貸与する宿舎に関すること。 

10 表彰及び儀式に関すること。 

11 営繕に関すること。 

12 庁内の管理に関すること。 

13 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又

は疾病にかかった場合における損害の賠償又は

補償に関すること。 

14 前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌

事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

企画調整課 

 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 調査、研究及び開発に関する総合調整に関する

こと（国際業務研究室の所掌に属するものを除

く。）。 

２ 広報に関すること。 

３ 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び

立案に関すること。 

４ 研究評価に関すること。 

５ 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関す

ること。 

６ 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の

受託に関すること。 
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７ 図書及び文献の収集及び整理に関すること。 

８ 特許その他これに類するものに関すること。 

国際業務研究室 

 国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の

技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調

整に関すること。 

２ 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の

技術に関する情報の収集、整理及び提供に関する

こと（企画調整課の所掌に属するものを除く。）。 

３ 研修に関すること。 

４ 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。 

◎上下水道研究部

上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 水道及び下水道に関する調査、試験、研究及び

開発並びに技術の指導を行うこと。 

２ 下水の高度処理及び再利用に関する調査、試

験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

上下水道研究官 

 上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高

度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術

の指導に関する事務を整理する。 

下水道エネルギー・機能復旧研究官 

 下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に

関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復

旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並び

に技術の指導に関する事務を整理する。

水道研究室 

 水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及

び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。 

下水道研究室 

 下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研

究及び開発並びに技術の指導に関する事務（下水処

理研究室の所掌に属するものを除く。）をつかさど

る。 

下水処理研究室 

 下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に

関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導

に関する事務をつかさどる。 

能登上下水道復興支援室 

 能登上下水道復興支援室は、令和六年能登半島地

震による災害から上下水道施設を復興するための措

置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の

指導に関する事務をつかさどる。 

◎河川研究部

河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

１ 河川等（河川、水流及び水面（港湾内の水面を

除く。）をいう。以下同じ。）、河川等の環境及

び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を

行うこと。 

２ 海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導（土木

技術及び建築・都市計画技術に関する事務（以下

「土木建築関係事務」という。）に関することに

限る。）を行うこと。 

３ 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導（下水

道研究部の所掌に属するものを除く。）を行うこ

と。 

４ ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物

に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の

指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水

資源開発施設の管理運用に関する調査、試験、研

究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

５ 洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝

達システム並びに水害対策技術に関する調査、試

験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

河川構造物管理研究官 

河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造

物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の

管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並

びに技術の指導に関する事務を整理する。 

水防災システム研究官 

水防災システム研究官は、河川、海岸及び流域に

おいて実施される水害対策の総合化及び高度化に関

する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に

関する事務（水害研究室の所掌に属するものを除

く。）を整理する。

水環境研究官 

 水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る事務を整理する。 

河川研究室 

 河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構

造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導に関する事務（水循

環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室

の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。 

海岸研究室 

海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物
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に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指

導に関する事務（土木建築関係事務に関することに

限る。）をつかさどる。 

水循環研究室 

１ 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

ること（下水道研究部の所掌に属するものを除

く。）。 

２ ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発

施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並

びに技術の指導に関すること。 

大規模河川構造物研究室 

大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこ

れらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研

究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及

びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る事務をつかさどる。 

水害研究室 

 水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システ

ム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関

する事務をつかさどる。 

◎土砂災害研究部

土砂災害研究部は、次に掲げる事務（土木建築関

係事務に限る。）をつかさどる。 

１ 砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩

壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、

ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び

雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導を行うこと。 

２ 土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導を行うこと。 

土砂災害情報研究官 

 土砂災害情報研究官は、急傾斜地、山地河川の流

域その他の土砂災害が発生するおそれのある場所、

砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施

設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設並びに

山地河川の流砂量に関する観測その他の土砂災害対

策に資する観測の結果に関する高度な情報通信技術

を用いた調査、情報の管理及び分析、試験、研究並

びに開発並びに技術の指導に関する事務を整理す

る。

砂防研究室 

 砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、

急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべ

り防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防

止施設及び雪崩防止施設に係る計画及び管理に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関

する事務（深層崩壊対策研究官及び土砂災害研究室

の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。

土砂災害研究室 

 土砂災害研究室は、土砂災害対策に関する調査、

試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務

（深層崩壊対策研究官の所掌に属するものを除く。）

をつかさどる。 

◎道路交通研究部

道路交通研究部は次に掲げる事務をつかさどる。

１ 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに

技術の指導（道路構造物研究部の所掌に属するも

のを除く。）を行うこと。 

２ 道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道にお

ける快適な生活環境の確保に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

３ 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び

開発並びに技術の指導を行うこと。 

４ 道路交通システムの高度化及び情報化に関する

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行

うこと。 

道路研究官 

道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。 

１ 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に

関すること（道路防災研究官及び道路情報高度化

研究官の所掌に属するものを除く。）。

２ 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び

開発並びに技術の指導に関すること。

道路防災研究官 

 道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務の

うち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

道路情報高度化研究官 

 道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高

度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導に関する事務を整理する。

道路研究室 

 道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに

技術の指導に関すること（道路構造物研究部並び

に道路交通安全研究室及び高度道路交通システム

研究室の所掌に属するものを除く。）。

２ 道路の安全性及び利便性の向上に関する調査、
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試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと

（道路交通安全研究室の所掌に属するものを除

く。）。

道路交通安全研究室 

 道路交通安全研究室は、道路における交通安全対

策及び沿道における快適な生活環境の確保に関する

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る事務をつかさどる。 

道路環境研究室 

 道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、

試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務

をつかさどる。

高度道路交通システム研究室 

 高度道路交通システム研究室は、道路交通システ

ムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及

び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。

◎道路構造物研究部

道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさど

る。

１ 道路の構造物に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導に関すること（次号に掲げる

ものを除く）。

２ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地

震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、

身体及び財産を保護するための措置に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する

業務で道路に関すること。

３ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び

設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処

理システムの管理運営に関する業務で道路に関す

ること。

道路構造物管理システム研究官 

 道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の

管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並

びに技術の指導に関する事務を整理する。

道路構造物機能復旧研究官 

 道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等によ

る災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物

の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及

び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

橋梁研究室 

 橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁（下部工

及び基礎を除く。）及び道路附属物（共同溝及び電

線共同溝を除く。）に関する調査、試験、研究及び

開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

構造・基礎研究室 

構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、

トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並

びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務（橋梁研究

室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。）

をつかさどる。

道路基盤研究室 

 道路基盤研究室は、道路の土工構造物（擁壁及び

カルバートを除く。）及び舗装に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつか

さどる。

道路地震防災研究室 

道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさ

どる。 

１ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地

震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、

身体及び財産を保護するための措置に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する

業務で道路に関すること（橋梁研究室及び構造・基

礎研究室の所掌に属するものを除く。）。 

２ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び

設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処

理システムの管理運営に関する業務で道路に関す

ること。

◎建築研究部

建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

１ 建築物及び建築基準法（昭和二十五年法律第二

百一号）第八十八条第一項及び第二項に規定する

工作物（以下「建築物等」という。）の基準及び

認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技

術の指導を行うこと。 

２ 建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試

験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

３ 建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

４ 建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並

びに技術の指導を行うこと。 

５ 建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維

持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに

技術の指導を行うこと。 

６ 建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導を行うこと。 

７ 建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関
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する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導

を行うこと。 

８ 建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究

及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並び

に調整を行うこと。 

建築新技術統括研究官 

 建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究

部の所掌事務に係る新技術（建築基準法の規定及び

これに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方

法又は建築材料に係る技術を含む。）に関する調査、

試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要

事項に関する事務を整理する。 

建築品質研究官 

 建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、

試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務

を整理する。 

建築災害対策研究官 

 建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の

災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに

技術の指導に関する特定事項についての企画及び立

案並びに調整に関する事務をつかさどる。 

基準認証システム研究室 

 基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関

する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に

関する事務をつかさどる。 

１ 建築物等の基準及び認証の体系に関すること。 

２ 建築物等（建築設備を除く。）の維持保全に関

すること。 

構造基準研究室 

 構造基準研究室は、建築物等及び建築地盤に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関

する事務をつかさどる。 

防火基準研究室 

 防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙に関

する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に

関する事務をつかさどる。 

設備基準研究室 

 設備基準研究室は、建築設備に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつか

さどる。 

材料・部材基準研究室 

 材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部

材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の

指導に関する事務をつかさどる。 

評価システム研究室 

 評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研

究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

◎住宅研究部

住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

１ 住宅計画並びに公共住宅その他これに類するも

のの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び

開発並びに技術の指導を行うこと。 

２ 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並び

に技術の指導を行うこと（次号に掲げるものを除

く。）。 

３ 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及

び開発並びに技術の指導を行うこと。 

４ 住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究

及び開発並びに技術の指導を行うこと。 

５ 住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導を行うこと。 

６ 住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他こ

れらに類するものに係る情報システムに関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画

及び立案並びに調整を行うこと。 

建築環境新技術研究官 

 建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務 

のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に 

係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並び 

に技術の指導に関する事務を整理する。 

住宅性能研究官 

 住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試

験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を

整理する。 

住宅情報システム研究官 

 住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の

需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類す

るものに係る情報システムに関する調査、試験、研

究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項につ

いての企画及び立案並びに調整に関する事務をつか

さどる。 

住宅計画研究室 

 住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他

これに類するものの建設に関する調査、試験、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務（住宅スト

ック高度化研究室の所掌に属するものを除く。）を

つかさどる。 

住宅ストック高度化研究室 

住宅ストック高度化研究室は、住宅計画（住宅の

管理及び流通に係る部分に限る。）及び公共住宅そ

の他これに類するものの管理に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつか
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さどる。

建築環境研究室 

 建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

１ 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並び 

に技術の指導を行うこと（次号に掲げるものを除

く。）。  

２ 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及

び開発並びに技術の指導を行うこと。 

住宅生産研究室 

 住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に

関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る事務をつかさどる。 

◎都市研究部

都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

１ 都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技

術の指導を行うこと。 

２ 都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技

術の指導を行うこと。 

３ 都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技

術の指導を行うこと。 

４ 都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技

術の指導を行うこと。 

都市計画研究室 

 都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。 

都市施設研究室 

 都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。 

都市防災研究室 

 都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。 

都市開発研究室 

 都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究

及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさど

る。 

◎港湾・沿岸海洋研究部

港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関す

る調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関

する事務（港湾空港関係事務に限り、管理調整部及

び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除

く。）をつかさどる。 

１ 港湾の整備、利用及び保全に関すること。 

２ 航路の整備及び保全に関すること。 

３ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する

こと。 

４ 沿岸及び海洋（以下「沿岸海洋」という。）の

利用、開発及び保全に関すること。 

港湾新技術研究官 

 港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事

項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する

指導に関する重要事項に関する事務を整理する。 

１ 港湾の整備、利用及び保全に係る新技術に関す

ること。 

２ 航路の整備及び保全に係る新技術に関するこ

と。 

３ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に係る新技

術に関すること。 

沿岸海洋新技術研究官 

沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋

の利用、開発及び保全に係る新技術に関する調査、

研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要

事項に関する事務を整理する。 

津波・高潮災害研究官 

津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び

沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策

に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指

導に関する重要事項に関する事務を整理する。 

港湾計画研究室 

 港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及

び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発

並びに技術に関する指導に関すること（港湾シス

テム研究室の所掌に属するものを除く。）。 

２ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する

調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関

すること。 

３ 前二号に掲げるもののほか、港湾・沿岸海洋研

究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関

すること。 

港湾システム研究室 

 港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する

調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関す

る事務をつかさどる。 

１ 港湾の配置、機能及び能力に関すること。 

２ 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の

評価に関すること。 

港湾施設研究室 

 港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、

研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務
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をつかさどる。 

１ 港湾の施設の設計に関すること。 

２ 港湾の施設に関する技術上の基準に関するこ

と（港湾情報化支援センターの所掌に属するもの

を除く。）。 

沿岸域システム研究室 

沿岸域システム研究室は、沿岸域の総合的な利用、

開発及び保全に関する計画に関する調査、研究及び

開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさ

どる。 

海洋環境・危機管理研究室 

 海洋環境・危機管理研究室は、沿岸海洋の環境及

び危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術

に関する指導に関する事務（港湾・沿岸防災研究室

の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。

港湾・沿岸防災研究室 

 港湾・沿岸防災研究室は、港湾及び沿岸海洋にお

ける災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに

技術に関する指導に関する事務をつかさどる。 

◎空港研究部

空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調

査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する

事務（管理調整部及び港湾・沿岸海洋研究部の所掌

に属するものを除く。）をつかさどる。 

空港新技術研究官 

 空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の

所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発

並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する

事務を整理する。 

空港計画研究室 

 空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 空港等の整備及び保全に関する計画に関する

調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関

すること。 

２ 前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事

務で他の所掌に属しないものに関すること。 

空港施設研究室 

 空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、

研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務

をつかさどる。 

１ 空港等の施設の設計に関すること。 

２ 空港等の施設に関する技術上の基準に関する

こと。 

空港施工システム室 

 空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に

関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実

施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに

技術に関する指導に関する事務をつかさどる。 

◎社会資本マネジメント研究センター

社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げ

る事務（土木建築関係事務に関することに限る。）

をつかさどる。 

１ 社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に

係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並び

に技術の指導を行うこと。 

２ 情報システムの整備及び管理に関すること。 

３ 建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこ

と。 

４ 緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関す

る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行

うこと。 

５ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地

震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、

身体及び財産を保護するための措置に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこ

と。 

６  地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び

設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処

理システムの管理運営に関すること（道路構造物

研究部の所掌に属するものを除く。）。

建設マネジメント研究官 

建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事

業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する

調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定

事項についての企画及び立案並びに調整に関する事

務をつかさどる。

国土防災研究官 

国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務

をつかさどる。  

１ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地

震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、

身体及び財産を保護するための措置に関する調

査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る特定事項についての企画及び立案並びに調整に

関すること（熊本地震復旧対策研究室の所掌に属

するものを除く。）。 

２  地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び

設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開

発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する

処理システムの管理運営に関する特定事項につい

ての企画及び立案並びに調整に関すること（道路
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構造物研究部の所掌に属するものを除く。）。 

情報研究官 

情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関

する事務をつかさどる

社会資本マネジメント研究室 

社会資本マネジメント研究室は、社会資本の整備

のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調

査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務（社

会資本システム研究室、社会資本施工高度化研究室、

社会資本情報基盤研究室及び建設マネジメント研究

官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。 

社会資本システム研究室 

社会資本システム研究室は、次に掲げる事務をつ

かさどる。 

１  社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に

関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発

並びに技術の指導を行うこと（社会資本施工高度

化研究室の所掌に属するものを除く。）。 

２ 情報システムの整備及び管理に関すること。

社会資本施工高度化研究室 

社会資本施工高度化研究室は、社会資本の整備に

必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る

調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関す

る事務のうち建設機械施工その他の工事の施工の高

度化に関することをつかさどる。 

社会資本情報基盤研究室 

社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備にお

ける情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、

研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつか

さどる（情報研究官の所掌に属するものを除く。）。 

建設経済・環境研究室 

建設経済・環境研究室は、建設経済・環境に関す

る調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。

緑化生態研究室 

緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生

態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並び

に技術の指導に関する事務をつかさどる。 

◎港湾情報化支援センター

港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつ

かさどる。 

１ 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備

及び管理に関すること。 

２ 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の

収集、整理及び提供に関すること。 

３ 港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、

利用、保全及び管理（航路にあっては、整備、保

全及び管理）に係る情報化に関する調査、研究及

び開発並びに技術に関する指導に関すること（管

理調整部の所掌に属するものを除く。）。 

情報システム課 

 情報システム課は、次ぎに掲げる事務をつかさど

る。 

１ 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備

及び管理に関すること（積算支援業務課及び港湾

施工システム・保全課の所掌に属するものを除

く。）。 

２ 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の

収集、整理及び提供に関すること。 

積算支援業務課 

 積算支援業務課は、港湾空港関係事務のうち、工

事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理

に関する事務をつかさどる。 

港湾施工システム・保全課 

 港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務を

つかさどる。 

１ 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積

算基準、施工基準その他の工事の実施に関する情

報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情

報システムの整備に関すること（積算支援業務課

の所掌に属するものを除く。）。

２ 前号に掲げるもののほか、港湾及び航路の保全

に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立

案並びに情報システムの整備に関すること。

港湾業務情報化研究室 

港湾業務情報化研究室は、港湾、航路及び港湾に

係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理（航路

にあっては、整備、保全及び管理）に係る情報化に

関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導

に関する事務（港湾施工システム・保全課の所掌に

属するものを除く。）をつかさどる。 

建設専門官 

 建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研

究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。 

◎内部組織（所長通達により設置）

グリーン社会実現研究推進本部 

国総研が実施する全分野のグリーン社会実現に関

する研究についての情報共有、分野横断的なグリー

ン社会実現に関する研究。 
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防災・減災研究推進本部 

 国総研が実施する全分野の防災・減災に関する研

究についての情報共有、分野横断的な防災・減災に

関する研究。 

メンテナンス研究推進本部 

 国総研が実施する全分野の維持管理に関する研究

についての情報共有、分野横断的な維持管理に関す

る研究。 

インフラDX研究推進本部 

 インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーシ

ョンに関する研究・開発等を推進し、インフラ分野

におけるDX関連技術の普及を図る。 
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5.予　算
（単位：千円）

６年度予算額 前年度予算額

（ 902 ）（ 440,440 ）（ △ 439,538 ）
一　　般　　会　　計 21,944,499 25,453,423 △ 3,508,924

（ 902 ）（ 440,440 ）（ △ 439,538 ）
国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 8,093,911 7,196,390 897,521

（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）

3,209,675 3,184,493 25,182
人　　件　　費 2,580,109 2,568,447 11,662

（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）
国土技術政策総合研究所共通経費 629,566 616,046 13,520
・ 土木・建築関係共通経費 570,231 559,162 11,069
・ 港湾・空港関係共通経費 59,335 56,884

（ 0 ）（ 439,958 ）（ △ 439,958 ）

1,249,671 1,222,760 26,911

（ 902 ）（ 482 ）（ 420 ）

983,434 492,593 490,841
205,699 205,420 279

9,790 11,048 △ 1,258

9,745 10,877 △ 1,132

8,023 7,998 25

8,000 8,000 0

9,795 10,660 △ 865

9,719 11,018 △ 1,299

12,143 13,460 △ 1,317

12,186 12,367 △ 181

10,526 11,443 △ 917

7,995 7,997 △ 2

9,614 0 9,614

11,985 0 11,985

12,186 0 12,186

12,154 0 12,154

10,538 0 10,538

10,494 0 10,494

8,001 0 8,001

604,841 0 604,841

0 9,473 △ 9,473

0 15,102 △ 15,102

0 10,000 △ 10,000

0 11,083 △ 11,083

0 9,684 △ 9,684

0 9,632 △ 9,632

0 7,977 △ 7,977

0 109,354 △ 109,354

一般研究経費

土砂・洪水氾濫発生時の土砂到達範囲・堆積深を高精度に
予測するための計算モデルの開発

生産性向上のための空港コンクリート構造物の標準規格化
に関する研究

事前防災対策による安全な市街地形成のための避難困難性
評価手法に関する研究

人流ビッグデータを活用した建物用途規制の運用支援技術
の開発

既存マンションにおける省エネ性能向上のための改修効果
の定量化に関する研究

省CO2に資するコンクリート系新材料の建築物への適用のた
めの性能指標に関する研究

木造住宅の長寿命化に資する外壁内の乾燥性能評価に関す
る研究

効率的な維持管理に向けた既存港湾施設のＢＩＭ／ＣＩＭ
構築手法に関する研究

既存オフィスビル等の省エネ化に向けた現況診断に基づく
改修設計法に関する研究

RC造マンションの既存住宅状況調査等の効率化に向けたデ
ジタル新技術の適合性評価基準の開発

新技術を活用した都市の緑の効率的な計測手法及び評価手
法に関する研究

港湾施設の重要性を勘案したリスク概念の港湾技術基準へ
の導入に関する研究

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえた調査研究【令和
６年度補正予算（第１号）】

上下水道管路の効率的な改築・点検調査に関する研究

脱炭素化の推進に向けた沿岸環境保全技術における炭素貯
留効果を最大化する手法の開発に関する研究

下水道を核とした資源循環システムの広域化・共同化に関
する研究

氾濫シナリオ別ハザード情報図に基づく減災対策検討手法
の研究

空家の適切な管理と有効活用の促進に資する構造性能評価
技術の開発

建築火災時の避難弱者の行動特性に基づく避難安全設計に
関する研究

民間賃貸住宅ストック活用を考慮した公営住宅供給目標量
の設定手法に関する研究

区 分 対前年度比較増△減

国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所共 通費

国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所施 設費

技 術 研 究 開 発 推 進 費

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえた調査研究【令和
５年度補正予算（第１号）】

土石流・土砂流の２次元河床変動計算等による細やかなリ
スク情報に基づく情報提供手法に関する研究

浴槽レス浴室のバリアフリー基準に関する研究

既存建築物における屋根ふき材の耐風診断・補強技術評価
に関する研究

都市関連データのオープン化と利活用の推進に関する研究

国際海上コンテナ背後輸送の効率化方策に関する研究
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（単位：千円）

６年度予算額 前年度予算額

1,017,868 948,375 69,493
587,044 561,315 25,729
482,345 455,253 27,092
359,126 128,000 231,126
204,748 203,601 1,147

国　土　交　通　本　省 13,834,619 18,241,626 △ 4,407,007
435,769 292,566 143,203
22,500 18,000 4,500
5,981 6,037 △ 56

40,000 42,000 △ 2,000
300,000 0 300,000
60,000 0 60,000

2,298,006 3,692,800 △ 1,394,794
445,582 476,614 △ 31,032

0 556 △ 556
1,062,349 973,848 88,501

11,763 15,739 △ 3,976
21,175 21,175 0

579,717 230,267 349,450
23,850 0 23,850

3,901,792 4,217,503 △ 315,711
2,315,000 5,736,922 △ 3,421,922

10,000 10,400 △ 400
0 11 △ 11

23,719 22,095 1,624
471,248 521,262 △ 50,014

1,195,443 1,295,530 △ 100,087
30,978 99,978 △ 69,000
1,546 792 754

166,171 159,497 6,674
324,059 324,000 59
21,421 20,153 1,268
2,415 2,530 △ 115

11,412 11,356 56
5,727 5,393 334

46,996 40,456 6,540
0 471 △ 471
0 3,675 △ 3,675

地方整備局 15,969 15,407 562
7,920 8,807 △ 887
8,049 6,600 1,449

自動車安全特別会計 675,545 624,142 51,403
空港整備勘定 675,545 624,142 51,403

30,935 28,562 2,373
546,224 504,190 42,034
26,994 28,448 △ 1,454
33,130 27,000 6,130
38,262 35,942 2,320

計 （ 902 ） （ 440,440 ） （ △ 439,538 ）

22,620,044 26,077,565 △ 3,457,521

注） 上段（　）外書は、支出委任経費である。

北 海 道 空 港 整 備 事 業 費

沖 縄 空 港 整 備 事 業 費

住 宅 対 策 諸 費

空 港 等 整 備 事 業 工 事 諸 費

下 水 道 事 業 調 査 諸 費

港 湾 空 港 整 備 事 業 工 事 諸 費

空 港 整 備 事 業 費

空 港 等 維 持 運 営 費

情 報 通 信 技 術 調 達 等 適 正 ・ 効 率 化 推 進 費

道 路 整 備 事 業 工 事 諸 費

上下水道一体効率化・基盤強化推進
事 業 費水 道 施 設 整 備 費

地 域 連 携 道 路 事 業 費

国 際 協 力 費

都 市 再 生 ・ 地 域 再 生 整 備事 業費

総 合 的 物 流 体 系 整 備 推 進 費

国 営 公 園 等 事 業 調 査 諸 費

港 湾 空 港 整 備 事 業 工 事 諸 費

総 合 流 域 防 災 事 業 費

多 目 的 ダ ム 建 設 事 業 費

港 湾 事 業 費

都 市 開 発 事 業 調 査 諸 費

区 分

治 水 海 岸 事 業 工 事 諸 費

道 路 整 備 事 業 工 事 諸 費

国 土 交 通 本 省 共 通 費

住 宅 建 設 事 業 調 査 諸 費

河 川 整 備 事 業 費

砂 防 事 業 費

社会資本整備・管理効率化推進費

エネルギー･鉄鋼港湾施設工事費

科学技術イノベーション創造推進費

対前年度比較増△減

北 海 道 開 発 事 業 費

情 報 化 推 進 費

治 水 海 岸 事 業 調 査 諸 費

沖 縄 開 発 事 業 費

科学技術イノベーション創造推進費

海 岸 事 業 費

住 宅 市 場 整 備 推 進 費

国 営 公 園 等 事 業 費

下 水 道 事 業 費

情 報 通 信 技 術 調 達 等 適 正 ・ 効 率 化 推 進 費

離 島 振 興 事 業 費

技 術 研 究 開 発 推 進 費

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 等 事 業 費

-18-


	第1章　総論
	1.　沿革
	2.　組織
	3.　職員
	4.　所掌事務
	5.　予算




